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LRTの整備は、各国、各都市の、法制度、財源制度、交通事業の仕組み、歴史的な経緯、住民意識等の地域性に基づ
いて進められているが、外見的に現地調査を行っただけではなかなかその実情が把握できない。そこで、2013年9月から

2018年9月までの5年間に、トラム新設がなされたフランス9都市、スペイン4都市、イギリス1都市の14都市で都市交通行

政担当者らにヒアリングを行った。	

	 本論では、各都市でのヒアリング結果を横断的に考察することで、フランス、スペイン、イギリスにおけるトラム整

備の時代変遷と国別差違について分析し、我が国で LRT 整備を推進するための知見を得ることを目的とする。なお、こ

こでは得られた成果の内、「新設トラム整備の目的」、「整備制度・財源」「整備デザイン」「開通後の評価」を取り

上げる。		

 

     Key Words : LRT projects’s structure, Compatarive analysis, design  development ,hearing survey  
 
 

1.	 はじめに 
 
	 LRTの整備は、都市問題・都市交通問題の解決を目的
として、各国、各都市の法制度、財源制度、交通事業の

仕組み、歴史的な経緯、住民意識等の地域性に基づいて

進められているが、外見的に現地調査を行っただけでは

なかなかその実情が把握できない。そこで、2013年9月

から2018年9月までの4年間に、トラム新設がなされたフ

ランス9都市、スペイン4都市、イギリス1都市の14都市

で都市交通行政担当者らにヒアリングを行った。	

	 ヒアリングを行った都市は、フランスではナント、モ

ンペリエ、オルレアン、ボルドー、ル・マン、アンジェ、

ブレスト、ル・アーブル、トゥールである。スペインで

は、ビルバオ、ビトリア、サラゴサ、セビーリャであり、

イギリスはノッティンガムである。これらの都市の中で

開業年が最も古いのは、1985年のナントである。逆に最

も新しいのは、2013年のトゥールである。時代の変遷に

伴うトラムプロジェクトの変化も捉えられたと思われる。	

	 ヒアリングの主要な内容は以下の5点である。	

①	 トラム新設の発端	

（問題意識、期待した整備効果など）	

②	 社会的合意形成のプロセス	

（課題、手続き、手法など）	

③	 プロジェクト費用、財源、裏付けとなる法制度・仕

組みなど	

④	 市民からの評価	

⑤	 トラム、停留所、その他のオブジェなどのデザイン

決定プロセス	

	 都市ごとのヒアリング結果については、文献1)～6)に

詳しい。	

	 本論では、これらの都市でのヒアリング結果を横断的

に考察することで、フランス、スペイン、イギリスにお

けるトラム整備の時代変遷と国別差違について分析し、	

我が国でLRT整備を推進するための知見を得ることを目

的とする。	
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表１－１	 都市別ヒアリング結果概要
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表１－２	 都市別ヒアリング結果概要（つづき） 
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	 ここでは、得られた結果の内、「トラム整備目的」、

「整備制度・財源」「整備・デザイン」「開通後の評

価・効果」の４点に分けて述べる。なお、各項目につ

いて、相手方の対応、提供された資料の違い等により、	

同じヒアリング項目でも都市によって詳細さの程度が

異なることをあらかじめことわっておく。	

	 表１−１、１−２は、各都市でのヒアリング結果の概

要を、上記の４点に分類して示したものである。	

 
2.	 トラム整備目的 
 
	 トラムは交通手段の一つであり、それゆえトラム整備

の目的に都市交通問題の解決があるのは当然のことであ

る。表−１の都市の内、もっとも新設トラムの開通が早か

ったナントでは、「バス交通がパンク状態」という問題

解決のためにトラム整備がなされている。他にもモンペ

リエで「バスより高い輸送効率が必要」、アンジェで

「交通渋滞によるバス利便性低下」等の、都市内公共交

通としてのバス輸送効率が課題となり、バスよりも大量

輸送が可能なトラムの導入が図られたことがわかる。	

	 2000年に入ると、市内公共交通の量的な問題のみなら

ず、「車を少なくすること」（オルレアン）、「街中の

車を減らす」（ボルドー）等、都市内の自動車による混

雑や環境悪化への懸念から、マイカーから転換させるた

めのトラム整備という観点からの計画が出てくる。	

	 上記では、環境問題として自動車がもたらす騒音や大

気汚染等の直接的な環境汚染がイメージされていたが、

時代が進むにつれて、「都心エリアからの自動車排除、

歩行者ゾーンに」（ル・マン）、「都心の交通を減らし

生活の質を高める」（アンジェ）、「バリアフリー解消」

（ル・アーブル）、「環境に配慮された交通」（セビー

リャ）、「環境保全を目的とした公共交通機関アップ」

（ビトリア）、「CO2を排出しない社会への転換」（ノッ

ティンガム）等、都市の生活の質の向上や持続可能な都

市と交通をめざした環境配慮型の都市交通整備という観

点が強くなってくる。	

	 また都市交通をネットワークとして整備するという観

点から、「単にトラム導入ではなく、（中略）総合的交

通計画の中でのトラム導入」（ノッティンガム）、「鉄

道駅をマルチモーダル結節点に」（ル・マン）、「トラ

ムと細かいバス網」（トゥール）、「バス網とトラム路

線網をシームレスにつなぐ」（ビルバオ）等の公共交通

網計画の中でトラムを位置づける動きが出てきている。	

	 さらには、交通計画、環境計画以外にも、「街の活性

化」（ビルバオ）、コンパクトシティを目指した都市再

生」（ボルドー）、「単なる交通事業ではなく都市構築

プロジェクト」（ル・マン）、「都市開発との関連」

（アンジェ）、「経済、環境、社会的統合、交通から構

成された持続可能な街づくり」（ブレスト）、「都市再

編、都心美化、雇用促進」（トゥール）、「経済活性化」

（ノッティンガム）等の、都市の活性化・再生計画の中

でトラムに大きな役割を担わせる計画、あるいはトラム

を都市整備の基盤と考えた計画が、特に近年になって増

加している。	

	 ブレストで掲げられた「社会的統合」とは、モンペリ

エ、ル・マン、ル・アープル等のフランスの諸都市でも

計画中に見られるもので、フランスの歴史的経緯から、

これら諸都市の郊外部に社会的に孤立して居住する移

民・難民、その子孫等の人々をトラムでつなぐことによ

り都心に呼び寄せようとする社会福祉的な政策である。	

	 このように、新設トラム導入計画は、当初の都市内公

共交通の容量不足解決から出発して、マイカー規制、バ

ス網との連携という総合的な交通計画に発展し、その目

的が環境保全、生活質の向上、経済活性化、社会福祉等

の多岐にわたるものとなっている。	

 
3.	 整備制度・財源	
	

	 新設トラム整備に関わる交通計画制度は、フランスと

イギリスでは明確である。特にフランスでは、1996年以
降 PDU（Plans de Deplacements Urbains、都市圏交通計画）
制定が人口 10万人以上の都市で義務化され 1)、それに基

づいてトラムの新設が計画される。表１−１、２では、

モンペリエ以降の計画がこれに該当している。イギリス

では、LTP（Local Transport Plan）を策定して、それに基
づいてトラム整備がなされる。ノッティンガムの計画も

そうである 3)、5)。 
	 スペインでは、筆者らがヒアリングした限りでは、全

国的な総合交通計画制度のようなものはないようである。

ただ、地方や都市ごとに都市計画・地域計画と連動して

交通計画が作成され、それに基づいてトラム整備もなさ

れていると思われる。ビルバオとビトリアではバスク州

における公共交通網整備の一環としてのトラム整備とい

う話が出てきた。また、セビーリャでのヒアリングでは、

アンダルシア州政府の方針で、各都市のトラム整備がな

されているとのことである。さらに、サラゴサでは表１

−１に示したように、総合的な見地からのトラム計画で

あることがわかる。 
	 トラム整備の財源も国ごとに異なる。フランスでは、

自治体が域内の事業者に対して課税することができる法

廷任意税である「交通負担金」制度があり、都市公共交

通の建設費・資本費・運営費等に充てることができる。

2004年の交通整備への政府からの助成プログラム廃止に
伴い、交通負担金の上減税率廃止・自由化に伴い、トラ

ム整備に大いに活用されることになる 1)。表１−２で言え

ば、ボルドーより上の都市の最初のトラム整備は、地方
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独自財源と政府からの助成で賄われた。そのため、財政 
的に余裕のある比較的大きな都市しかトラム新設は困

難であった。しかし、交通負担金使用の自由化が進ん

だ時代のル・マンより下の都市では、中小都市でも交

通負担金を活用した整備がなされた。 
	 スペインでは、バスク州やアンダルシア州、あるい

はサラゴサ市といった地方政府の独自財源で整備が行

われた。細かい内訳は不明な点もあるが、バスク州、

アンダルシア州ではおおむねインフラは州、運営費等

は市が負担したようである。そのため、施設はできて

もうまく運用できずに運行中止となったハエン、ベレ

スマラガの例もある 6)。 
	 イギリスでは、PFI方式で整備がなされた。 
	 このように、各国の財源制度により、トラム整備の

方法は異なる。	

	

4.	 整備・デザイン	
	

	  1985 年開通のナントでは、「ラウンドアバウト交差
点での通行規制、信号システムやその認可方法等」ト

ラムを走らせるための規制をまず整えるところから始

まっている。また、従来の路面電車の記憶が残ってい

たノッティンガムでは「イメージ払拭のために名称を

NET（Nottingham Express Transit）と名付け、ロゴ、シン
ボルカラーを作成」し、新しいトラムのイメージを古

いイメージから切り離すことが、トラム導入の過程で

行われている。 
2000 年頃になると、パークアンドライド（P&R）、
交通ネットワークといった公共交通網を充実させるた

めの整備が行われている。そして、これらの交通利便

性だけではなくて、「オリジナリティを重要視」（モ

ンペリエ）、「オルレアン独特のモティーフ」（オル

レアン）、「トラムは都市政策のシンボル」（ボルド

ー）のように、トラムのデザインが街の独自性を表し、

都市のシンボルとなるような役割も担い始めている。

また、「軌道敷や停留所は周囲に合わせ」（オルレア

ン）、「景観保護のための架線をなくす」、「トラム

と一体となった修景」（ボルドー）とあるように、周

囲環境との調和を重視し、重要建造物の近くでは目立

たない停留所を配置する等の配慮、軌道にしか使えな

い空間、軌道敷には芝生を植えて騒音減少と緑化を図

るという整備手法も、整備の中で生まれている。 
2010 年前後からは、「駅前広場を車から人に開放、
市中心部の大きな広場をラウンドアバウトから広場に」

（ル・マン）、「外周に道路が配置されていた広場を

広場に、広場スペースの拡大、広場から車を排除」

（アンジェ）のように、トラム整備の中で、都市空間

を車から人に取り戻していく動きが出ている。これは

2002 年開通のビルバオでも「歩行者ゾーンの拡大」と
して見られ、時代が進むにつれて歩行者空間をより好

ましい都市空間へと変えていくことへの意識が徐々に

高まっていったと考えられる。同時に「大々的に自転

車道整備」（セビーリャ）、「緑地帯・歩道・自転車

道の充実」（ビトリア）もあり、排気ガスを出さない

交通手段である自転車が着目され、整備対象に自転車

道が含められてきている。 
2012 年開通のブレストでは「都市改造」という言葉
が使われ、その改造の 4 本柱の一つ「環境（生活）の
質」の中で、トランジットモールでは「ファサードか

らファサードまでの公共空間を一新、軌道の半分以上

を緑化」をしている。2013 年開通のトゥールでは「車
体と停留所の一体化、都市との一体化」が整備のなか

であげられている。ここには、単にトラムという交通

機関を考えるのではなく、その周囲環境はもちろんの

こと、都市空間と一体化して都市を作り直すという整

備の新たな方向性が示されている。 
また、同時期から、「カメラとインターホンで停留

所とコントロールセンターをつなぐ」（セビーリャ）、

「コントロールセンターを設置してバス・トラムの位

置把握」（ル・アーブル）、「停留所・車内のカメラ

とインターホンで客はコントロールセンターとやりと

り」（サラゴサ）がある。発達した情報技術を応用し

たコントロールセンターの設置も整備の一環として進

められている。 
	 車輌や停留所のデザイン担当は、企業内デザイナー、

部署内デザイナー、外部のアーティストや建築デザイ

ナー等と、都市によってさまざまであり、その最終決

定手段も、評議会による決定、Metropoleの長と市長、
市民投票、市役所のモビリティ部門と市長による決定

など、都市によって異なっている。	

	

5.	 開通後の評価・効果	
	

	 初めにトラム整備を図ったナントでは、開通までは

反対が多かったが「開通すると市民には好評であり、

トラム延伸を後押し」している。整備されたトラムの

長所を市民が認識して受け入れることが、延伸という

さらなるトラム整備につながっている。しかしながら、

これは「好評」という主観的な言葉による評価であり、

具体的にその程度についてはわからない。 
そこで、トラム整備後にどのようにして評価を得た

り、何を指標として効果をはかっているのかについて

考察する。対象の 14 都市を概観することから、次の４
つの項目に大別できる。 

 

第 60 回土木計画学研究発表会・講演集



 

 6 

（1）トラムの利便性とトラムそのもの 
	 「美しい、早い、頻繁にある」（モンペリエ）、

「身障者アクセシビリティ増加」（オルレアン）のよ

うに、トラムの美しさやスピード・頻度といったトラ

ム運行の利便性に関する内容を数値ではなく、言葉で

表現する。 
（2）利用者数 
	 「公共交通利用者の 2/3 がトラム利用」（オルレア
ン）、「公共交通利用者の割合が 40％近く、雇用も
1000 人増」（ル・マン）、「公共交通分担率が 55％に
到達」（ビルバオ）「公共交通利用者は 30％増、内
50％はトラム利用」（ブレスト）のようにトラム整備
による利用者の変化や、トラム整備が生み出した新規

雇用の人数を定量的な数値で表す。 
（3）沿線の住宅、・商店・事業所等の建造物 
「都市圏では中小企業の事業所や商店が増加」（ボル

ドー）、「建築許可申請数からみて新しい住宅増」

（トゥール）のように、沿線の住宅開発の程度などか

らその効果を推測・評価する。 
（4）広場や緑化 
「広場スペース」（アンジェ）、「芝生軌道と植樹に

よる緑化が好評」（ル・アーブル）のように、広場や

緑化というトラム周囲の空間の変化も評価対象となる。 
 
	 また、持続可能なモビリティを目指しているサラゴ

サでは、利用者満足度調査、交通量変化に加え、「優

先信号によるブレーキ回数減でエネルギーを 8％減」と
説明しており、エネルギーという新たな項目を設定し、

持続可能性という視点から評価していると考えられる。 
	 交通施設のとしての利便性や利用者数の変化だけで

はなく、沿線の住宅開発や商店・事業所等、都市空間

としての広場や都市空間の緑化、エネルギーの削減も、

トラムの整備効果を評価するカテゴリー、効果を知る

ための材料として扱うことができると考えられる。 
 
6.	 おわりに	
	

	 近年、トラムの新設が進むフランス、スペイン、イ

ギリスを対象として、外見的な現地調査や提供されて

いる資料のみではわかりにくい事項についてヒアリン

グを実施した。	

	 これらの国においても、当初（おおむね1990年以前）	

は、バスの旅客輸送容量不足への対策として計画され

たが、時代が進むにつれて、トラム整備は単にひとつ

の交通施設を新たに追加するということだけではなく、

都市交通問題、環境保全、都市再生・活性化、生活質

の向上、都市開発等を目的として、総合的に持続可能

な都市および都市交通のための重要なツールとして位

置づけられてきた。日本でも単なる都市交通施設計画

を越えたものとしてLRT整備を進める必要がある。	

	 財源面でも、各国の事情に応じた政策がとられてお

り、我が国においてフランスのような交通税は直ちに

は困難にしても、スペインのような国や地方自治体の

独自財源で実施する方法、イギリスのPFI方式等参考に

すべき事例は多い。	

	 また同時に、ハード的な交通施設整備計画ではなく、

都市の景観、イメージ、シンボル、都市空間質等の面

から豊かなデザイン性に配慮した計画も大いに参考に

すべきである。	

	 トラム整備目的に対応して、事後的に評価される整

備効果や市民評価にも見るべきものは多い。	

	 今後これらの事例を参考にしつつ、我が国でのLRT整

備計画に活かす計画目標・計画内容・計画手順の具体

化が必要である。	

	

なお，本研究は科研基盤研究Ｃ，課題番号24560772,
及び，15K06264の助成を受けたものである．	
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注釈：	

(1)	 ノッティンガムでのインタビユー時に提供された写真	
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